
（電子メール施行）

建指第3049号―４

令和７年12月16日

公 益 社 団 法 人 兵 庫 県 建築 士 会 会 長

一般社団法人兵庫県建築士事務所協会会長

兵庫県まちづくり部建築指導課長

建築基準適合判定資格者、構造計算適合判定資格者の登録申請等の

オンライン化及び都道府県経由事務の廃止について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（令和７年法律第35号）の一部が同年12月１日に施行されたこ

とに伴い、い、建築基準法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第377号）

が令和７年11月19日に、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（令和７

年国土交通省令第111号）が令和７年11月21日に公布され、同年12月１日に施行

されました。

つきましては、令和７年 12月１日付け国住指第 341号通知を受け、下記のと

おり、通知いたしますので、会員等への周知をお願いします。

記

１ 改正概要（建築基準法施行令第136 条の２の19 条等関係）

建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録申請等について、

都道府県経由事務を廃止する。これに併せて、新規登録申請、登録事項の変更

申請及び登録証の再交付申請並びに登録証の交付の手続きについては、オンラ

インでの手続きを可能とし、オンラインにて申請を行った者に対しては、デジ

タル登録証（３を参照）を交付する。

また、登録手数料の額について、建築基準適合判定資格者においては１万３

０００円、構造計算適合判定資格者においては１万円（紙申請を行った際の登

録手数料は、従来どおり建築基準適合判定資格者においては１万５０００円、

構造計算適合判定資格者においては1万２０００円。）とする。

２ オンラインでの申請手続きについて（建築基準法施行規則第10 条の８関係）

建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の新規登録申請、登録

事項の変更申請及び登録証の再交付申請並びに登録証の交付の手続きについて

は、デジタル庁が構築した国家資格等情報連携・活用システム（以下「国家資

格システム」という。）を利用したオンラインでの申請が可能となる。

様



これらの手続きについては、従来の紙による登録申請等に比べて申請時の負

担軽減、審査時の手続きの迅速化が見込まれることから、原則オンラインによ

る申請を行うようお願いする。なお、オンラインによる申請が行えない事情が

ある場合は、従来どおり紙による申請を受け付けることとする。

３ デジタル登録証について（建築基準法施行規則第10条の８関係）

建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録に係る申請を

受け、申請者が当該資格者となる資格を有すると認めた際に交付する登録証に

ついて、従来の別記第52号様式等による紙の登録証に加え、別記第52号様式等

に記載すべき事項を記載した電磁的記録を新たに追加された。

このデジタル登録証は、建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格

者であることを証明する登録証として利用することが可能であり、建築基準適

合判定資格者又は構造計算適合判定資格者であることを証明する登録証とし

て用いる場合は、国家資格システムから、ＰＤＦ形式でダウンロードし、電磁

的記録として添付することやデジタル登録証を印刷し、紙媒体として利用する

ことが可能である。

この場合、デジタル登録証の有効性については、デジタル登録証に記載して

いる二次元コードを読み取ることで、その登録証の有効性を確認することがで

きる。なお、業務を行うことを禁止された者、又は、登録を消除された者のデ

ジタル登録証に記載されている二次元コードを読み取った場合は、「無効」と

表示される。

（連絡先）
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